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とにより、セキュリティ上の不安が小さくなるとともに、利用者にとっても、

ワンストップで様々な情報にアクセスできるようになるため、利便性の向上を

図ることができる。 
さらに、マイページポータル（仮称）を通じて、保険者が利用者に対し個々

の状況に応じた情報提供を行うなど、利用者に対するきめ細かなサービスも可

能となる。 
ただし、提供される情報の具体的な内容については、利用者の利便性や提供

される情報の機密性を考慮しつつ、今後検討を行う必要がある。 
なお、レセプトの開示については、現行制度の下では非開示となるレセプト

もある5ことから、具体的な開示の仕組みについては、今後検討を行う必要が

ある。 
 
 
４．医療等の現場での活用について 
 
→作業班の検討結果を踏まえ記載。 

 
 
５．保険者間等の情報連携について 
 

高額介護合算療養費や出産育児一時金の給付のように、制度や保険者をまた

がった調整が必要な事務については、各保険者が、被保険者に対し、他の制度

における給付内容等に関する添付書類の提出を求めたり、氏名等の情報をもと

に他の保険者等に電話で問い合わせを行ったりする必要があるなど、被保険者

にも、保険者にも負担が生じている。 
また、これらの給付は、被保険者からの申請に基づいて行われるため、手続

漏れにより、本来受けられるはずの給付が受けられないといった事例や、転

居・転職等に伴い必要となる保険資格の取得手続を忘れていたことで、本来納

付すべきはずの保険料が納付されないといった事例が発生している。 
「これまでの議論の整理」においては、こうした課題を解決するための基盤

となる中継ＤＢを使った保険者間の情報連携の仕組みのイメージを示したと

ころである。 
                                                  
5 保険者が、医療機関等の意見を踏まえ、レセプトを開示することによって、個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 25 条第１項第１号に規定する「本人の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれ」があると判断した場合（例えば、不治の病であることを

本人が知ることにより、本人の精神的・身体的状況を悪化させるおそれがあるような場合）には、

当該レセプトが非開示となることがある。 
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「これまでの議論の整理」で述べたように、この仕組みについては、 

・ 適正な情報連携に限定するため、アクセス履歴を残し、本人が自分で確認

できるものとするなど、プライバシー侵害・情報の一元管理に対する不安が

極力解消されるようにすること 
・ このような仕組みを実現するに当たっての課題にも留意しつつ、運用面で

の対応や制度的な対応を行うこと 
 
などについて、今後更に検討を行う必要がある。 
 
 ところで、医療機関等が、中継ＤＢを経由して、診療報酬請求に必要な情報

を各保険者のデータベースから取得することができるようにするためには、利

用者が引越や退職等に伴い保険者を異動した際に、各保険者のデータベースや

中継ＤＢが保有する当該利用者に関する情報が速やかに更新されることが必

要である。 
 しかしながら、保険資格の取得・喪失事由等が発生してから実際に保険者に

対して届出がなされるまで、あるいは、保険者が届出を受理してから保険者の

データベースや中継ＤＢの情報が更新されるまでには、一定のタイムラグが発

生するため、医療機関等が常に正しい情報を取得することができるとは限らな

い。 
 このタイムラグを極力短くするための方策については、「医療等の現場での

利用を念頭に置いた社会保障カード（仮称）の活用シナリオ」において述べら

れているように、手続漏れや届出の遅延により、いずれの医療保険にも加入し

ていないという者が生じることのないよう、被用者健保の保険者と国民健康保

険の保険者とが情報連携を行うことも想定される。 
なお、医療機関等がオンラインにより診療報酬請求に必要な情報を取得する

ことを可能とするためには、そもそも、保険者が保有する適用関係情報（被保

険者の資格取得・喪失、被扶養者の認定等の情報）の「紙台帳」管理からデー

タベース管理への移行が必須であるとともに、すべての保険者に対する事業主

からの適用関係手続について、「紙媒体」による届出からオンライン利用によ

る届出を可能とする制度的対応等の環境整備を行うなど「オンライン利用拡大

行動計画」（平成 20 年９月 12 日 ＩＴ戦略本部）の着実な実行によって、上

記のタイムラグの短縮も一定程度期待できるところである。 
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保険者間の情報連携の仕組みの例

・ 本人識別情報
・ 介護保険被保険者番号
・ 医療保険被保険者番号
・ 基礎年金番号

・ 介護保険被保険者番号
・ 資格情報
・ 給付情報

・ 医療保険被保険者番号
・ 資格情報
・ 給付情報

B医療保険者

A介護保険者は

介護保険被保険者番号
を中継DBに送信

中継DBは介護保険被保険者番号を基に、
当該被保険者が
1. B医療保険者に属していることを確認し、
2. その医療保険の被保険者番号を抽出
3. 医療保険被保険者番号を暗号化し、電子
署名

③を転送することに

よりB医療保険者に

当該者の情報を照会

当該者に関する情報を
A介護保険者に回答

①

③

④

⑥

中継DB

②

1. B医療保険者に属していること
2. 暗号化した医療保険の被保険者番号
を送信

医療保険被保険者番号
港いろは１２３４

☆２●Q▲ｍ９

暗号化

A介護保険者

暗号化された医療保険被
保険者番号を復号、署名
検証できることにより

1. 中継DBからの正当な
問い合わせであること

を確認し、医療保険被保険者
番号を基に、
2. 当該被保険者の資格

情報・給付情報

を抽出

☆２●Q▲ｍ９

医療保険被保険者番号
港いろは１２３４

復号

☆２●Q▲ｍ９

医療保険被保険者番号
港いろは１２３４

復号

⑤

・不正な情報連携を抑止する
ため、アクセス履歴を残し、
本人が自分で確認できるも
のとする。

 
※ 上図のように保険者間で直接情報のやりとりを行うのではなく、中継ＤＢを

介してこれを行うことも可能であると考えられる。 
 
図５：保険者間の情報連携の仕組みの例 

 
 
６．写真付きの身分証明書としての機能等について 
 
 これまで述べたもののほか、希望者については、社会保障カード（仮称）を

身分証明書として利用することを可能とすること、ＩＣチップの空き領域を利

用して追加的な機能を持たせること等についても、今後更に検討を行う。 
 
 
７．カードの発行・交付方法等について 
 
→作業班の検討結果を踏まえ記載。 
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８．電子行政、電子私書箱（仮称）等の取組との連携について 
 
 現在、政府においては、人生の様々な場面におけるワンストップサービスや

そのためのバックオフィス連携の実現等に向けた取組が行われている。本検討

会における社会保障カード（仮称）の実現に向けた取組もその中に位置付けら

れるものであるが、全体最適の観点からは、関連する様々な取組と連携して検

討を進めるべきである。また、特に、費用対効果を高めるといった観点からは、

これと併せ、社会保障カード（仮称）で必要とするＩＣチップを含む媒体や認

証基盤、医療機関等におけるネットワーク基盤等につき、関連しうる他の仕組

み等を可能な限り活用することで、社会保障カード（仮称）のためだけに新た

な投資を行うことを極力避けることが必要である。 
 
（１）電子政府関連施策等との連携 

 社会保障カード（仮称）の検討に当たっては、内閣官房において検討が進

められている次世代電子行政サービスや電子私書箱（仮称）の実現に向けた

取組等以下の関連する施策と連携して検討を行うことが必要である。 
 特に、次世代電子行政サービス構想における「行政情報の共同利用支援セ

ンター（仮称）」や電子私書箱（仮称）構想における「電子私書箱（仮称）

プラットフォーム」は、中継ＤＢと類似の機能を持つものと考えられること

から、これらについては、重複した投資を避け、共通の基盤として構築する

ことを目指すべきである。 
 
① 次世代電子行政サービス 

「ＩＴ新改革戦略 政策パッケージ」（平成 19 年４月５日 ＩＴ戦略本

部）及び「重点計画 2007」（平成 19 年７月 26 日 ＩＴ戦略本部）に基づ

き、内閣官房ＩＴ担当室に設置された「次世代電子行政サービス基盤等検

討プロジェクトチーム」においては、「利用者視点でのサービス提供」「行

政事務の最適化の推進」「企業活動の活性化」「国民と行政の信頼強化」を

目標とし、先行プロジェクトとして実証実験を中心に課題の検証を行うと

ともに、基本的な枠組みの構築を行い、知識創造の社会へ導く次世代電子

行政サービスの継続的な成長に向けた取組を進めている。 
「重点計画 2008」（平成 20 年８月 20 日 ＩＴ戦略本部）においては、

「2008 年６月に次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム

において策定された「次世代電子行政サービス（e ワンストップサービス）

の実現に向けたグランドデザイン」に基づき、まず、引越と退職手続につ

いてのワンストップ化について、2010 年度を目途に標準モデルを構築し、


